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治療と職業生活の両立等の支援対策事業（平成２５年度～）

○ 疾病を患った後も、治療を継続しながら就労しなければならない労働者が増えているが、そのような労働者に対
する適切な健康管理による職場復帰支援は、労働者の福祉の向上はもとより、事業者や社会にとっても、労働損
失を避け、労働生産性を上げるための重要な対策となっている。
○ また、疾病を持つ労働者の中には、通院や治療と仕事の両立のための体制が不十分なことから、就労可能な健
康状態にもかかわらず、復職、継続就労することが困難な場合があり、事業場における作業関連疾患をもつ労働
者の職場環境整備や就労支援の整備が必要となっている。
○ 平成24年に開催された「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」の報告書においても、治療と職業生
活の両立を支援することの重要性が指摘され、今後、行政の取り組みとして、企業等に対して、治療と職業生活の
両立を支援するためにどう取り組むべきかを示したガイドラインやマニュアル等を作成し、周知・徹底を図ることが
提言されている。
○ そこで本事業では、作業関連疾患等の疾病を抱えた労働者が就労を継続するための事業場における支援対策
を検討することを目的とする。

１ 趣旨・目的

＜平成２５年度＞
○長期にわたる治療が必要な作業関連
疾患等の疾病を抱えた労働者の就労
継続に関する事例等の調査
※対象には、脳血管疾患、心疾患、筋骨格系疾患、
職業性がん、ストレス性疾患等を含む。

○労働者の就労継続支援に関する留意
事項の作成・周知

３ 主な事業内容（委託内容）

＜平成２６年度＞
○平成２５年度に作成する留意
事項を活用した事例集の作
成

○事例集の周知（研修会の開
催等）

＜平成２７年度＞
○治療と職業生活の両立支援
対策に関する指針の作成

○治療と職業生活の両立支援
対策に関する指針の普及
（研修会開催）

○ 長期にわたる治療等が必要な疾病を抱えた労働者の就労継続に関する事例を収集し、就労継続支援のあり方に
関する検討を行うとともに、就労継続支援の指針等を作成し、広く関係者に周知する。

２ 事業概要
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